
平
成
二
十
四
年
五
月
三
十
一
日
提
出

質

問

第

二

七

三

号

公
的
年
金
加
入
者
が
死
亡
し
た
際
に
遺
族
へ
支
給
さ
れ
る
遺
族
年
金
制
度
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

斎
藤
や
す
の
り

273



公
的
年
金
加
入
者
が
死
亡
し
た
際
に
遺
族
へ
支
給
さ
れ
る
遺
族
年
金
制
度
に
関
す
る
質
問
主
意
書

国
の
施
策
に
お
い
て
母
子
家
庭
支
援
に
く
ら
べ
て
父
子
家
庭
支
援
が
乏
し
く
、
父
子
家
庭
の
父
親
が
社
会
で
孤
立
す
る
問
題

が
発
生
し
て
い
る
。

特
に
東
日
本
大
震
災
で
父
子
家
庭
に
な
っ
た
父
親
が
増
加
し
、
被
災
地
で
社
会
問
題
化
し
て
い
る
。

女
性
の
社
会
進
出
が
進
み
、
家
族
の
役
割
分
担
も
多
様
化
し
て
お
り
、
経
済
状
況
の
悪
化
も
影
響
し
父
親
だ
け
の
収
入
で
は

家
計
が
成
り
立
た
ず
、
共
働
き
せ
ざ
る
を
得
な
い
環
境
に
な
っ
て
い
る
。

実
際
、
生
活
が
元
々
苦
し
い
共
働
き
世
帯
で
母
親
が
不
幸
に
遭
う
と
、
父
親
は
母
子
家
庭
と
変
わ
ら
な
い
生
活
苦
に
あ
え
ぐ

こ
と
が
多
い
。
父
子
家
庭
の
年
収
は
�
�
�
万
円
未
満
が
�
割
弱
。
保
育
費
用
の
負
担
増
、
残
業
も
難
し
い
状
況
。

今
回
、
年
金
機
能
強
化
法
案
の
中
で
遺
族
基
礎
年
金
の
父
子
家
庭
へ
の
支
給
を
行
う
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
の
は
一
歩

前
進
だ
が
、
そ
れ
で
も
課
題
は
未
だ
多
く
い
く
つ
か
疑
問
点
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
疑
問
点
に
つ
い
て
質
問
す
る
の
で
、
真
摯
に
答
え
ら
れ
た
い
。

一

制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て

�

生
活
費
や
学
費
等
�
�
種
の
資
金
を
無
利
子
及
び
低
金
利
で
貸
し
付
け
る
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
制
度
は
父
子
家
庭

一



で
は
受
給
で
き
ず
、
看
護
師
や
介
護
福
祉
士
な
ど
の
資
格
を
取
得
す
る
た
め
に
養
成
機
関
で
修
学
を
始
め
た
場
合
に
支
給

さ
れ
る
高
等
技
能
訓
練
促
進
費
も
父
子
家
庭
に
は
適
用
外
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
こ
れ
ら
の
制
度
に
つ
い
て
見
直
し
を
政
府
で
検
討
さ
れ
て
い
る
の
か
見
解
を
示
さ
れ

た
い
。

�

改
正
時
期
に
つ
い
て

遺
族
基
礎
年
金
の
父
子
家
庭
へ
の
拡
充
は
�
�
�
�
年
�
月
の
施
行
ま
で
約
�
年
間
。

そ
の
間
、
父
子
家
庭
の
方
々
に
は
支
援
が
行
き
届
か
な
い
状
況
で
あ
る
。

東
日
本
大
震
災
の
被
災
父
子
家
庭
へ
の
援
助
の
前
倒
し
を
行
う
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
前
倒
し
も

含
め
、
政
府
で
の
認
識
及
び
検
討
さ
れ
て
い
る
の
か
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


